
自動車税種別割の住所変更をお忘れなく
　自動車税種別割は、４月１日時点の登録に基づいて課税される税金です。

・引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で変更登録をしてください
　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
　・住所が変わったとき（変更登録）　　・自動車を売買したとき（移転登録）
　・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　令和６年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお届けするために、３月中に手続きをお願いし
ます。
・変更登録が間に合わないときは
　道税ホームページの「自動車税種別割住所変更手続」から
納税通知書の送付先の変更をしてください。

問合せ　札幌道税事務所自動車税部　☎ 011−746−1190

北海道 自動車税 住所変更

　子育て世代、ファミリー世代が入居できる「住まい」の充実を図るため、民間賃貸アパートを建
設する方（法人、個人）に対して、建設費用の一部を助成します。
　現在、令和６年度に当該助成金を活用し民間賃貸アパートを建設するための「企画提案」
を募集中です。詳細は町ホームページまたは右記二次元バーコードからご覧ください。

提案期限　４月10日㈬
募集内容　�企画提案型プロポーザル方式で助成金の認定候補者を選定します。助成金を希望する方

は、提案期限までに申込書と企画提案書を提出してください。
　　　　　　【企画提案書における重要事項】
　　　　　　　①間取りが２LDK以上　②子育て世代に配慮した設計　③月額家賃設定
　　　　　　　④建設場所　⑤その他独自性や差別化
助成金額　上記認定候補者に選定された場合、１棟あたりの助成金額　上限1,200万円
　　　　　　　①町内建設業者における施工　１戸あたり150万円
　　　　　　　②町外建設業者における施工　１戸あたり100万円
　　　　　　※当事業に係る令和６年度予算が成立していない場合は、事業の認定は行いません。

提出・問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎ ㉒ 2751　メール　m-suishin@town.abira.lg.jp

令和６年度　民間賃貸共同住宅等建設助成金
企画提案の募集について
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